
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

3月21日付けで甲賀警察

署長に着任しました筒居昭博

と申します。 

平素は、警察業務の各般

にわたり、格別のご理解とご協

力を賜り、誠にありがとうござい

ます。 

とりわけ、少年の非行防止

や健全育成活動、さらには子

どもの安全対策に多大なるご尽力をいただいておりますことを、

紙面をお借りしまして、厚くお礼を申し上げます。 

また、関係機関・団体、ボランティアの方々など、本当に多く

の皆様方が、各種活動に献身的にお取り組みいただいており

ますことに、心から感謝を申し上げます。 

まず、県下の犯罪情勢についてですが、令和5年中、刑法

犯の認知件数は、7,771件で前年より941件増加しました。特徴

として、罪種別では窃盗犯の割合が最も多いのですが、近年

は知能犯の増加が目立ち、詐欺は800件で、前年より205件増

加し、その他、不同意性交や不同意わいせつといった 18歳

未満の少年が被害者となる事案も大幅に増加し、犯罪被害

が高齢者や未成年者に及ぶ傾向が強いことが危惧されます。 

また、県下の少年非行の現状ですが、令和5年中、刑法

犯では581人の少年を検挙補導しており、前年より171人増加し、

不良行為少年は2,222人の少年を補導しており、前年より30人

増加しております。特徴として、刑法犯では窃盗(万引き)の増

加、不良行為では、深夜徘徊、喫煙に次いで、正当な理由

なく学校を休み、早退等をする怠学行為として補導される少年

が多い状況がみられます。 

一方、当署管内の少年非行状況ですが、令和5年中、検

挙補導した少年の総数は125人であり、一昨年より33人減少し

ています。特徴として、不良行為少年で補導される少年が83

人で前年より43人減少し、近年大幅に減少している傾向にあり

ます。 

近年、全国的に少年による凶悪犯罪や大麻使用などの薬

物事犯、特殊詐欺の受け子や出し子などの犯行に関わる事

件の発生や、SNSの利用を発端とする加害行為や被害など、

現代の少年を取り巻く犯罪情勢につきましては、予断を許さな

い状況となっており、特に誰もがインターネットを普通に利用して

いる環境において、様々な情報に触れる機会が多く、インター

ネットを利用した犯罪の手も巧妙化しており、いつでも犯罪に巻

き込まれる虞がある状況となっています。 

警察としましては、将来を担う少年の非行防止や立ち直り支

援などの健全育成活動の重要性を認識しており、関係者の皆

様方との連携を深めながら、少年の非行防止活動に取り組ん

で参りたいと考えております。 

これからも、地域住民の皆様に、少年の非行防止と健全

育成のための様々なご支援とご協力を賜りますよう、お願い申

し上げます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

甲賀市水口町本丸１－２０ みなくるプラザ       

ＴＥＬ ０７４８－６２－６０１０  

ＦＡＸ ０７４８－６３－３９７７  

メール  k-syonen@city.koka.lg.jp  R６(2024).７発行 

 

困ったときは  

ひとりで悩まないで 気軽にお電話を! 

秘密厳守・無料 
交友関係、生活、いじめ、家族、学業、不登校、就労など 

相談日：平日のみ(9 時 00 分～16 時 00 分)      

年末年始、土、日、祝日は休み            

℡ 0748-62-6010  

Mail k-syonen@city.koka.lg.jp     

     第２号 

 

甲賀警察署 

署長 筒居 昭博 

多年にわたり少年非行防止活動を積極

的に推進し青少年の健全育成に貢献され

た方および団体に近畿管区警察局長と近

畿少年補導等連絡協議会会長の連名

で、表彰式が、執り行われました。 

甲賀市からは石川富美代様が授彰され

ました。おめでとうございます。今後もよろしくお

願いいたします。 

日時；５月２４日（金） 於；大阪歴史博物館講堂 

６月２４日、みなくるプラザ鹿

深ホールにて、少年補導活動

及び少年相談活動等を総合

的かつ効果的に行い、少年

非行を防止し、少年の健全な

育成を図るため、センター協議

会委員のご出席のもと、協議

会を開催しました。 

貴重なご意見をいただきましたことを今後の活動に生かし、さらに

関係機関と連携を密にして、青少年の健全育成に努めてまいりま

す。 

mailto:k-syonen@city.koka.lg.jp
mailto:k-syonen@city.koka.lg.jp


学校訪問始まる 

６月末から順次甲賀市内の小学校 21 校、中学校７

校、高等学校等６校、児童福祉施設２園、そして市外

の高等学校等８校を訪問させていただきます。子ども

たちの課題解決や健全な成長に向けて、連携していき

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～危険！ ＳＮＳ 位置情報共有アプリ～ 

 

 

 

4.  

滋賀県重点施策 

R6 少年センター相談受理状況 
R６年４月～R６年６月末合計延べ２８６件（R５年６月末まで３７１件） 

面談等８１(１００) 電話１５２（２５７) メール５３(１４) 

 
内 容 

Ｒ６
6 月
末 

Ｒ５
6 月
末 

内 容 
Ｒ６ 
6 月
末 

Ｒ５
6 月
末 

非

行

相

談 

盗癖・窃盗 8 12 暴力行為 ７ 26 

校内暴力 5 13 家庭内暴力 16 8 

 0 2 薬物乱用 0 7 

飲酒 0 0 喫煙 2 0 

家出 3 0 無断外泊 0 7 

深夜徘徊 0 0 金銭乱用 14 3 

道路法違反 0 2 怠学 1 0 

非

行

相

談

以

外 

不登校 36 63 学校・学業 7 13 

就職・仕事 0 19 家庭 12 6 

しつけ生活 148 156 交友 12 4 

性 2 3 発達障害 0 0 

心の病 2 0 健康・身体 0 0 

いじめ 7 21 虐待 4 3 

有害環境 0 0 その他 0 3 

〇相談者内訳 

本人 45 60 家庭 113 79 

学校 72 103 職場 0 5 

関係機関 50 120 その他 6 4 

〇相談対象少年内訳 

 17 37 中学生 139 107 

高校生 15 63  60 26 

有職少年 33 87 無職少年 22 51 

 

〇インターネット・SNS 等利用における子どもの非行・被害防止対策の推進 
〇不良行為および初発型非行防止対策の推進 

 

少子高齢化、インターネットの利用拡大等の進展は、青少年を取り巻く環境にも大きな影響を及ぼしています。全国の青少年非行情勢については、令和

５年の刑法犯少年の検挙人員は２年連続で増加し、人口比では 20 歳以上の者と比べ依然高い水準にあります。また、青少年の被害状況については、

ＳＮＳを通じて面識のない被疑者と児童が知り合い性犯罪等の被害にあった事犯の被害児童数は、高い水準で推移し、特に小学生の被害が近年大幅に

増加しています。また、それぞれに事情や問題を抱えた青少年が、自分の居場所を求め繁華街に集まり、犯罪被害にあうリスクについての認識が不十分な

まま被害にあっています。加えて、不適切な受発信により、犯罪やトラブルに巻き込まれる機会の増加が引き続き懸念されます。 

県内における令和 5年度中に警察で検挙・補導された非行少年の総数は、前年対比で増加となり、非行の入口と言われている初発型非行（万引き、

自転車盗等）により検挙された人員は、刑法犯少年全体の約４割を占め、特に万引きは前年に比べて大きく増加しました。 

このため、滋賀県では、学校が夏季休業に入る７月を「青少年の非行・被害防止滋賀県強調月間｣とし、関係機関・団体、地域住民等が相互に協力･

連携しながら、県全体が規範意識を高め、社会環境の浄化を図るための諸施策・諸活動を集中的に実施し、青少年の非行や被害の防止と保護の徹底

を図ることとしています。 

７月 「青少年の非行・被害防止強調月間」 


